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【新外国投資法が連邦議会へ差し戻し】 

ミャンマー通信Vol.2にて、外国投資法の改正法案が2012年9月7日に連邦議会で可決され、

今後は、テインセイン大統領がこの法案をそのまま承認するか、コメントをつけて議会に差し

戻すか、いずれかの手続きを進めることになる、とお伝えしました。 

9月24日の政府当局の発表では、テインセイン大統領は当該法案に署名せず、連邦議会へ

差し戻したと伝えられています。大統領は連邦議会へ、法律をより明確にするように求めて

います。これは外国人投資家からの、法律が曖昧すぎて外国投資を促進するようなものでは

ないとの批評を受けてのことだと考えられます。 

大統領が議会へ提案したことの一例としては、外国企業がミャンマー企業との合弁会社を設

立する場合に、外国比率が50％までに制限されるという条文についてのものが挙げられます。

一律に外国比率を50％までと規定するのではなく、ミャンマー投資委員会（MIC）が作成する

細則等により業種ごとの適切な外資比率を定め、外資比率について柔軟に対応できるように

すべきというものです。 

また大統領は、外国資本の参入が規制される業種についても、投資家の誤解を避けるため

に定義をもっと明確にすべきであるという考えを持っているようです。これは、規制業種の1つ

として規定しているミャンマー法人が実行可能な中小規模の事業等を指してのことだと考え

られます。 

外国投資法の法案は10月第3週目から再度連邦議会で審議が再開されますので、改正外国

投資法は11月以降にリリースされるものと思われます。 

 

出典： AP通信（2012年9月24日）
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